
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
六
十
三
号

道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第

百
九
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路
交
通
に
関
す
る

条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
登
録
証
書
の
交
付
申
請
）

第
一
条
　
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
登
録
証
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
号
様
式

に
よ
る
登
録
証
書
交
付
申
請
書
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
自
動
車
が
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
条
の

登
録
又
は
同
法
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
自
動
車
の
自
動
車
検
査
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
原
動
機
付
自
転
車
の
登
録
証
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
号

様
式
に
よ
る
原
動
機
付
自
転
車
届
出
書
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
は
、
旅
券
又
は
自
動
車
若
し
く
は
原
動
機
付
自
転
車
を
法
第
二
条
第
二
項
の
締
約
国
に
お
い

て
使
用
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
証
書
の
交
付
）

第
二
条
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
前
条
の
申
請
書
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
の
各

号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
示
し
た
自
動
車
検
査
証
が
有
効
な
も
の
で
な
い
と
き
。

二
　
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
が
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
又
は
軽
自
動
車
届
出
書
の
記
載
と
符
合
し
な
い

と
き
。

三
　
申
請
又
は
届
出
に
係
る
事
項
に
虚
偽
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

（
原
動
機
付
自
転
車
番
号
の
指
定
）

第
三
条
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
原
動
機
付
自
転
車
の
登
録
証
書
を
交
付
す
る
場
合
は
、
当
該
原
動

機
付
自
転
車
に
つ
い
て
原
動
機
付
自
転
車
番
号
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
原
動
機
付
自
転
車
番
号
は
、
次
に
掲
げ
る
文
字
を
そ
の
順
序
に
よ
り
組
み
合
わ
せ
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。

一
　
原
動
機
付
自
転
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
（
使
用
の
本
拠
の
位
置

が
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
）
を

表
示
す
る
ラ
テ
ン
文
字
（
別
表
）

二
　
四
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字

（
登
録
証
書
の
再
交
付
）

第
四
条
　
登
録
証
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
登
録
証
書
が
亡
失
し
、
滅
失
し
、

き毀
損
し
、
若
し
く
は
そ
の
識
別
が

困
難
と
な
つ
た
と
き
又
は
登
録
証
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
登
録
証
書
の
再
交
付
の
申
請
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
再
交
付
申
請
書
及
び
当
該
申
請
に
係

る
登
録
証
書
（
当
該
登
録
証
書
を
亡
失
し
、
又
は
滅
失
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
に
足
り
る

書
面
）
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
証
書
の
返
納
）

第
五
条
　
登
録
証
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該

登
録
証
書
（
第
四
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
登
録
証
書
）
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸

支
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
証
書
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
当
該
登
録
証
書
に
係
る
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を

輸
出
し
な
い
と
き
。

二
　
当
該
登
録
証
書
に
係
る
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
輸
入
し
た
と
き
。

三
　
当
該
登
録
証
書
に
係
る
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
使
用
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

四
　
登
録
証
書
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
亡
失
し
た
登
録
証
書
を
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
と
き
。

（
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
け
る
申
請
等
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
対
し
て
す
る
申
請
、
届
出
又
は
返
納
（
以

下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
申
請
等
に
係
る
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が

自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
い
て

す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
九
年
九
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
〇
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
七
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
五
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定

並
び
に
附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
、
同

規
則
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

９
　
昭
和
四
十
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
原
動
機
付
自
転
車
番
号
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
同
規
則

別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
四
月
一
二
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
原
動
機
付
自
転
車
番
号
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
同
規
則

別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
九
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
二
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
原
動
機
付
自
転
車
番
号
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
五
月
七
日
運
輸
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
五
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
二
月
一
七
日
運
輸
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
二
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１

　

こ

の

省

令

中

、

福

岡

県

陸

運

事

務

所

に

係

る

部

分

及

び

第

三

条

の

改

正

規

定

中「

北
九
州

Ｆ
Ｏ
Ｋ

」
を
改
め
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
四
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
、
山
形
県
陸
運
事
務
所
に
係
る
部
分
及
び
同
条
の
改

正

規

定

中「

山
形

Ｙ
Ａ

」
を
改
め
る
部
分
は
、
同
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
八
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
四
月
一
七
日
運
輸
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
二
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
〇
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１

　

こ

の

省

令

中

、

大

阪

府

陸

運

事

務

所

に

係

る

部

分

及

び

第

三

条

の

改

正

規

定

中「

大
阪

Ｏ
Ｓ
Ｏ

」
を
改
め
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
、
青
森
県
陸
運
事
務
所
に
係
る
部
分
及
び
同
条
の
改

正

規

定

中「

青
森

Ａ
Ｍ
Ａ

」
を
改
め
る
部
分
は
、
同
年
十
二
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
月
一
〇
日
運
輸
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
二
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
二
月
五
日
運
輸
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
従
前

の
様
式
に
よ
る
検
認
票
、
回
送
運
行
許
可
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
、
臨
時
運
転
番
号
標

貸
与
証
、
登
録
事
項
等
通
知
書
、
自
動
車
検
査
証
又
は
登
録
事
項
等
証
明
書
、
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
規
則
の
規

定
に
よ
り
配
布
さ
れ
た
従
前
の
様
式
に
よ
る
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
票
及
び
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に

伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
を
定
め
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

た
従
前
の
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
九
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
（
以
下

「
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
及
び
附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年

十
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
（
以

下
「
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
同
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
六
十
六
条

の
二
、
自
動
車
登
録
規
則
第
二
十
六
条
及
び
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
豊
橋
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
い
て
す
る
も
の
と
さ

れ
、
又
は
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
等

の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十

六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
原
動
機
付
自
転
車
番
号
の
指
定
を
受
け
る
原
動
機
付
自
転
車
で
あ
つ
て
、
そ
の
使
用
の

本
拠
の
位
置
が
豊
橋
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
も
の
に
対
す
る
同
令
第
三
条
第
二
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
〇
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
（
以
下

「
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
同
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
六
十
六
条

の
二
、
自
動
車
登
録
規
則
第
二
十
六
条
及
び
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
春
日
部
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
い
て
す
る
も
の
と
さ

れ
、
又
は
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
等

の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十

六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
原
動
機
付
自
転
車
番
号
の
指
定
を
受
け
る
原
動
機
付
自
転
車
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
の

本
拠
の
位
置
が
春
日
部
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
も
の
に
対
す
る
同
令
第
三
条
第
二
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2



附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
（
以
下

「
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
同
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
六
十
六
条

の
二
、
自
動
車
登
録
規
則
第
二
十
六
条
及
び
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
飛
騨
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
い
て
す
る
も
の
と
さ

れ
、
又
は
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
等

の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
原
動
機
付
自
転
車
番
号
の
指
定
を
受
け
る
原
動
機
付
自
転
車
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
の

本
拠
の
位
置
が
飛
騨
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
も
の
に
対
す
る
同
令
第
三
条
第
二
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
八
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
（
以
下

「
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
同
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
。
以
下
「
車
両

規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
六
条
の
二
、
自
動
車
登
録
規
則
第
二
十
六
条
及
び
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施

に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
湘
南
自
動
車
検
査
登
録
事

務
所
に
お
い
て
す
る
も
の
と
さ
れ
、
又
は
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ

い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
に
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施

に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
原
動
機
付
自
転
車
番
号
の
指
定
を

受
け
る
原
動
機
付
自
転
車
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
湘
南
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域

に
属
す
る
も
の
に
対
す
る
原
動
機
付
自
転
車
番
号
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
八
号
様
式
、
第
十
五
号
様
式
、
第
十
七
号
様

式
の
三
及
び
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
臨
時
検
査
申
請
書
、
軽
自
動
車
届
出
書
、
軽
自
動

車
届
出
済
証
記
入
申
請
書
及
び
譲
渡
証
明
書
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
四
号

様
式
に
よ
る
完
成
検
査
終
了
証
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴

う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
に
よ
る

登
録
証
書
交
付
申
請
書
、
原
動
機
付
自
転
車
届
出
書
及
び
登
録
証
書
再
交
付
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
八
号
様
式
、
第
十
五
号
様
式
、
第
十
七
号
様
式
の

三
及
び
第
二
十
一
号
様
式
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
四
号
様
式
並
び
に
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
八
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
同
年

十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
平
成
九
年
十
月
十
九
日
ま
で
の
間
に
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸

省
令
第
七
十
四
号
。
以
下
「
車
両
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
六
条
の
二
、
自
動
車
登
録
規
則
第
二
十
六
条
及
び

道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
規
定

に
よ
り
野
田
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
い
て
す
る
も
の
と
さ
れ
、
又
は
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た

申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
等
組
織
規

程
別
表
第
二
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
平
成
九
年
十
月
十
九
日
ま
で
の
間
に
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送

車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
原
動
機
付
自
転
車
番
号
の
指
定
を
受
け
る
原
動
機
付

自
転
車
で
あ
っ
て
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
野
田
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
も
の
に
対

す
る
原
動
機
付
自
転
車
番
号
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
同

年
十
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
平
成
十
一
年
十
一
月
十
四
日
ま
で
の
間
に
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

運
輸
省
令
第
七
十
四
号
。
以
下
「
車
両
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
六
条
の
二
、
自
動
車
登
録
規
則
第
二
十
六
条

及
び
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の

規
定
に
よ
り
佐
野
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
い
て
す
る
も
の
と
さ
れ
、
又
は
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ

れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
等
組

織
規
定
別
表
第
二
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
平
成
十
一
年
十
一
月
十
四
日
ま
で
の
間
に
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路

運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
原
動
機
付
自
転
車
番
号
の
指
定
を
受
け
る
原
動

機
付
自
転
車
で
あ
っ
て
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
佐
野
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
も
の

に
対
す
る
原
動
機
付
自
転
車
番
号
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
法
施
行
規
則
第
十
七
号
書
式
に
よ
る
災
害
補
償
審
査
（
仲
裁
）
申
請

書
、
水
先
法
施
行
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
水
先
人
免
許
申
請
書
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
水
先
免
状
再
交
付
申
請

書
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
水
先
人
免
許
更
新
申
請
書
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
水
先
人
試
験
／
第
一
次
／
第
二
次
／

受
験
申
請
書
並
び
に
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
納
付
書
、
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
別
記
様
式
に
よ
る

標
識
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
申
請
書
、
自
動
車
事
故
報

告
規
則
別
記
様
式
に
よ
る
自
動
車
事
故
報
告
書
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
一
号
様
式
の
三
に
よ
る
封
印
取

付
受
託
者
の
標
識
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
回
送
運
行
許
可
証
、
第
十
二
号
様
式
の
三
に
よ
る
検
査
標
章
、
第
十
五

号
様
式
に
よ
る
軽
自
動
車
届
出
書
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
、
第
十
七
号
様
式
の
二
に
よ
る

臨
時
運
転
番
号
標
貸
与
証
並
び
に
第
十
七
号
様
式
の
三
に
よ
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
記
入
申
請
書
、
船
舶
職
員
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
号
）
別
記
様
式
に
よ
る
海
技
免
状
引
換
え
申

請
書
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
海
技
従
事
者
免
許
申
請
書
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
限
定
解
除
申
請
書
、
第
六
号
様
式

に
よ
る
登
録
事
項
（
海
技
免
状
）
訂
正
申
請
書
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
海
技
免
状
更
新
申
請
書
、
第
九
号
様
式
に

よ
る
海
技
免
状
再
交
付
申
請
書
、
第
十
一
号
様
式
そ
の
一
に
よ
る
海
技
士
（
航
海
）
・
海
技
士
（
機
関
）
・
海
技
士

（
通
信
）
及
び
海
技
士
（
電
子
通
信
）
の
資
格
に
係
る
海
技
従
事
者
国
家
試
験
申
請
書
（
一
）
、
第
十
一
号
様
式
そ
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の
二
に
よ
る
小
型
船
舶
操
縦
士
の
資
格
に
係
る
海
技
従
事
者
国
家
試
験
申
請
書
、
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
船
舶
職

員
養
成
の
実
施
状
況
報
告
書
、
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
乗
組
み
基
準
特
例
許
可
申
請
書
、
第
十
五
号
様
式
の
二
に

よ
る
締
約
国
資
格
受
有
者
承
認
申
請
書
・
登
録
事
項
（
承
認
証
）
訂
正
申
請
書
・
承
認
証
再
交
付
申
請
書
、
第
十

六
号
様
式
そ
の
一
に
よ
る
納
付
書
並
び
に
第
十
六
号
様
式
そ
の
二
に
よ
る
納
付
書
、
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び

衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
第
一
号
様
式
に
よ
る
衛
生
管
理
者
資
格
認
定
申
請
書
、
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の

実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
、
自
動
車
の

登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
第
十
号
様
式
に
よ
る
登
録
事
項
等
通
知
書
、
第
十

一
号
様
式
に
よ
る
抹
消
登
録
証
明
書
、
第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま
で
に
よ
る
登
録
事
項
等
証
明
書
、

第
十
五
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
、
第
十
七
号
様
式

に
よ
る
自
動
車
予
備
検
査
証
並
び
に
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
限
定
自
動
車
検
査
証
、
旅
行
業
法
施
行
規
則
第
一
号

様
式
に
よ
る
新
規
登
録
申
請
書
、
変
更
登
録
申
請
書
及
び
更
新
登
録
申
請
書
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
旅
行
業
者
登

録
簿
及
び
旅
行
業
者
代
理
業
者
登
録
簿
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
変

更
届
出
添
付
書
類
、
第
六
号
様
式
に
よ
る
取
引
額
報
告
書
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
旅
行
業

登
録
票
並
び
に
第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
旅
行
業
者
代
理
業
登
録
票
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に

基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
十
号
様
式
に
よ
る
変
更
承
認
申
請
書
並
び
に
船
舶
料
理
士
に
関
す
る
省

令
第
一
号
様
式
に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
交
付
申
請
書
及
び
第
三
号
様
式
に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明

書
再
交
付
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
書
式
又
は
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
証
明
書

そ
の
他
の
文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な

お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
八
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
十

九
年
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
法
施
行
規
則
第
十
六
号
書
式
に
よ
る

船
員
手
帳
、
第
十
八
号
書
式
に
よ
る
証
明
書
、
第
二
十
二
号
の
二
書
式
に
よ
る
証
印
、
第
二
十
二
号
の
四
書
式
に

よ
る
証
印
及
び
第
二
十
三
号
書
式
に
よ
る
証
明
書
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
水
先
法
施
行
規
則
第
二
号

様
式
に
よ
る
水
先
免
状
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
証
票
、

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
海
技
免

状
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
承
認
証
及
び
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
操
縦
免
許
証
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
航
空
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
航
空
機
登
録
証
明
書
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
耐
空
証
明
書
、
第
二
十
号

様
式
に
よ
る
技
能
証
明
書
、
第
二
十
四
号
様
式
に
よ
る
航
空
身
体
検
査
証
明
書
、
第
二
十
七
号
様
式
に
よ
る
航
空

機
操
縦
練
習
許
可
書
、
第
二
十
九
号
様
式
に
よ
る
運
航
管
理
者
技
能
検
定
合
格
証
明
書
及
び
第
三
十
号
様
式
に
よ

る
証
票
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
連
合
国
財
産
の
返
還
の
請
求
の
手
続
等
に
関
す
る
命
令
様
式
第
一
号

に
よ
る
現
状
調
査
請
求
書
及
び
様
式
第
二
号
に
よ
る
返
還
請
求
書
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
に
乗

り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
、
第
八
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
三
号
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書

等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
及
び
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
輸
出

予
定
届
出
証
明
書
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
料
理
士
に
関
す
る
省
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
船
舶
料

理
士
資
格
証
明
書
並
び
に
第
十
一
条
に
規
定
す
る
改
正
前
の
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式

に
よ
る
保
証
契
約
証
明
書
及
び
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
票
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員

法
施
行
規
則
第
十
六
号
書
式
に
よ
る
船
員
手
帳
、
第
十
八
号
書
式
に
よ
る
証
明
書
、
第
二
十
二
号
の
二
書
式
に
よ

る
証
印
、
第
二
十
二
号
の
四
書
式
に
よ
る
証
印
及
び
第
二
十
三
号
書
式
に
よ
る
証
明
書
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
水
先
法
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
水
先
免
状
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
運
送
法
施

行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
証
票
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行

規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
海
技
免
状
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
承
認
証
及
び
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
操
縦
免
許

証
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
航
空
機
登
録
証
明
書
、
第
八
号
様

式
に
よ
る
耐
空
証
明
書
、
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
技
能
証
明
書
、
第
二
十
四
号
様
式
に
よ
る
航
空
身
体
検
査
証
明

書
、
第
二
十
七
号
様
式
に
よ
る
航
空
機
操
縦
練
習
許
可
書
、
第
二
十
九
号
様
式
に
よ
る
運
航
管
理
者
技
能
検
定
合

格
証
明
書
及
び
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
証
票
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
連
合
国
財
産
の
返
還
の
請
求
の

手
続
等
に
関
す
る
命
令
様
式
第
一
号
に
よ
る
現
状
調
査
請
求
書
及
び
様
式
第
二
号
に
よ
る
返
還
請
求
書
、
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
衛
生
管

理
者
適
任
証
書
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車

の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明

書
及
び
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
輸
出
予
定
届
出
証
明
書
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
料
理
士
に
関
す

る
省
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
並
び
に
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
油
濁
損

害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
保
証
契
約
証
明
書
及
び
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
七
日
国
土
交
通
省
令
第
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
一
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
四
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
五
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
又
は
指
定
を
受
け
た

車
両
番
号
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
自
動
車
登
録
規
則
第
十
三
条
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施

行
規
則
第
三
十
六
条
の
十
七
、
第
三
十
六
条
の
十
八
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適

合
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
登
録
規
則
別
表
第
一
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

運
輸
監
理
部
、
運
輸
支
局
又
は
自
動
車
検

査
登
録
事
務
所

表
示
す
る
文

字

運
輸
監
理
部
、
運
輸
支
局
又
は
自
動
車
検
査

登
録
事
務
所

表
示
す
る
文

字

札
幌
運
輸
支
局

Ｓ
Ｐ

松
本
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｎ
Ｎ
Ｍ

函
館
運
輸
支
局

Ｈ
Ｄ

福
井
運
輸
支
局

Ｆ
Ｉ

旭
川
運
輸
支
局

Ａ
Ｋ

岐
阜
運
輸
支
局

Ｇ
Ｆ
Ｇ

室
蘭
運
輸
支
局

Ｍ
Ｒ

飛
騨
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｇ
Ｆ
Ｈ

釧
路
運
輸
支
局

Ｋ
Ｒ

静
岡
運
輸
支
局

Ｓ
Ｚ
Ｓ

帯
広
運
輸
支
局

Ｏ
Ｈ

浜
松
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｓ
Ｚ
Ｈ

北
見
運
輸
支
局

Ｋ
Ｉ

沼
津
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｓ
Ｚ
Ｎ

青
森
運
輸
支
局

Ａ
Ｍ
Ａ

愛
知
運
輸
支
局

Ａ
Ｃ
Ｎ

八
戸
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ａ
Ｍ
Ｈ

豊
橋
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ａ
Ｃ
Ｔ

岩
手
運
輸
支
局

Ｉ
Ｔ

西
三
河
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ａ
Ｃ
Ｍ

宮
城
運
輸
支
局

Ｍ
Ｇ

小
牧
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ａ
Ｃ
Ｏ

秋
田
運
輸
支
局

Ａ
Ｔ

三
重
運
輸
支
局

Ｍ
Ｅ

山
形
運
輸
支
局

Ｙ
Ａ

滋
賀
運
輸
支
局

Ｓ
Ｉ

庄
内
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｙ
Ａ
Ｓ

京
都
運
輸
支
局

Ｋ
Ｔ

福
島
運
輸
支
局

Ｆ
Ｓ

大
阪
運
輸
支
局

Ｏ
Ｓ
Ｏ

い
わ
き
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｆ
Ｓ
Ｉ

な
に
わ
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｏ
Ｓ
Ｎ

茨
城
運
輸
支
局

Ｉ
Ｇ
Ｍ

和
泉
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｏ
Ｓ
Ｉ

土
浦
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｉ
Ｇ
Ｔ

神
戸
運
輸
監
理
部

Ｈ
Ｇ
Ｋ

栃
木
運
輸
支
局

Ｔ
Ｇ
Ｕ

姫
路
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｈ
Ｇ
Ｈ

佐
野
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｔ
Ｇ
Ｃ

奈
良
運
輸
支
局

Ｎ
Ｒ

群
馬
運
輸
支
局

Ｇ
Ｍ

和
歌
山
運
輸
支
局

Ｗ
Ｋ

埼
玉
運
輸
支
局

Ｓ
Ｔ
Ｏ

鳥
取
運
輸
支
局

Ｔ
Ｔ

所
沢
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｓ
Ｔ
Ｔ

島
根
運
輸
支
局

Ｓ
Ｎ

熊
谷
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｓ
Ｔ
Ｋ

岡
山
運
輸
支
局

Ｏ
Ｙ

春
日
部
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｓ
Ｔ
Ｂ

広
島
運
輸
支
局

Ｈ
Ｓ
Ｈ

千
葉
運
輸
支
局

Ｃ
Ｂ
Ｃ

福
山
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｈ
Ｓ
Ｆ

習
志
野
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｃ
Ｂ
Ｎ

山
口
運
輸
支
局

Ｙ
Ｕ

袖
ケ
浦
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｃ
Ｂ
Ｓ

徳
島
運
輸
支
局

Ｔ
Ｓ

野
田
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｃ
Ｂ
Ｄ

香
川
運
輸
支
局

Ｋ
Ａ

東
京
運
輸
支
局

Ｔ
Ｋ
Ｓ

愛
媛
運
輸
支
局

Ｅ
Ｈ

練
馬
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｔ
Ｋ
Ｎ

高
知
運
輸
支
局

Ｋ
Ｃ

足
立
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｔ
Ｋ
Ａ

福
岡
運
輸
支
局

Ｆ
Ｏ
Ｆ

八
王
子
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｔ
Ｋ
Ｈ

北
九
州
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｆ
Ｏ
Ｋ

多
摩
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｔ
Ｋ
Ｔ

久
留
米
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｆ
Ｏ
Ｒ

神
奈
川
運
輸
支
局

Ｋ
Ｎ
Ｙ

筑
豊
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｆ
Ｏ
Ｃ

川
崎
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｋ
Ｎ
Ｋ

佐
賀
運
輸
支
局

Ｓ
Ａ

湘
南
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｋ
Ｎ
Ｎ

長
崎
運
輸
支
局
及
び
巌
原
自
動
車
検
査
登
録

事
務
所

Ｎ
Ｓ

相
模
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｋ
Ｎ
Ｓ

佐
世
保
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｎ
Ｓ
Ｓ

山
梨
運
輸
支
局

Ｙ
Ｎ

熊
本
運
輸
支
局

Ｋ
Ｕ

新
潟
運
輸
支
局

Ｎ
Ｇ
Ｎ

大
分
運
輸
支
局

Ｏ
Ｔ

長
岡
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｎ
Ｇ
Ｏ

宮
崎
運
輸
支
局

Ｍ
Ｚ

富
山
運
輸
支
局

Ｔ
Ｙ

鹿
児
島
運
輸
支
局

Ｋ
Ｏ

石
川
運
輸
支
局

Ｉ
Ｋ

奄
美
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

Ｋ
Ｏ
Ａ

長
野
運
輸
支
局

Ｎ
Ｎ
Ｎ

沖
縄
総
合
事
務
局
陸
運
事
務
所
、
宮
古
運
輸

事
務
所
及
び
八
重
山
運
輸
事
務
所

Ｏ
Ｎ
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第
１
号
様
式
（
第
１
条
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

登 録 証 書 交 付 申 請 書
※
登録証書番号

　　運輸監理部長又は運輸支局長殿

（ふりがな）
申　請　者　の　氏　名

申　請　者　の　住　所

登録番号又は車両番号

登録年月日又は車両番
号の指定年月日

渡 航 期 間

注　（1）※印の欄には、記入しないこと。
　　 （2）※※印の欄には、申請者と所有者又は抵当権者が同一の場合は、記入しないこと。

　　　　　年　　月　　日
　　　　（ヘボン式ローマ字）
Mr.
Mrs.
Miss.
　　　　（ヘボン式ローマ字）

備考

※※
所有者の住所及び氏名又は名称

※※
抵当権者の住所及び氏名又は名称

車 名 及 び 型 式

車 台 番 号

渡航先国及び経由国

第
２
号
様
式
（
第
１
条
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

原　動　機　付　自　転　車　届　出　書
※
登録証書番号

　　運輸監理部長又は運輸支局長殿

（ふりがな）
届　出　者　の　氏　名

届　出　者　の　住　所

車 名

車 台 番 号

型 式 認 定 番 号

渡 航 期 間

注　（1）※印の欄には、記入しないこと。
　　 （2）※※印の欄には、届出者と所有者が同一の場合は、記入しないこと。

※※
所有者の住所及び氏名又は名称

備考

渡航先国及び経由国

原 動 機 番 号

総排気量又は定格出力

　　　　　年　　月　　日
　　　　（ヘボン式ローマ字）
Mr.
Mrs.
Miss.
　　　　（ヘボン式ローマ字）

原 動 機 の 型 式

6



第
３
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
６
番
型
）

注 (１) 登録番号欄には、自動車にあつては登録番号又は車両番号を、原動機付自転車に      
あつては原動機自転車番号を記入するものとし、登録番号又は車両番号中の運輸監
理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字には下記の表に掲げるラ
テン文字を、自家用又は事業用の別等を表示する平仮名には昭和 29 年内閣告示第１
号（国語を書き表す場合に用いるローマ字のつづり方を定める件）の第１表に掲げる
ローマ字をそれぞれ併記すること。 

 
 
 

No.                         登  録  証  書 
REGISTRATION CERTIFICATE 

年   月   日 

             運輸監理部長又は運輸支局長 

Director-General of the District Transport Bureau or Director-General of the 
Transport Branch of the District Transport Bureau, Ministry of 
Land,Infrastructure,Transport and Tourism, Japan 

登 録 番 号 
Registration number 

 
 
 

登 録 年 月 日 
Date of first registration 

 
 
 

発 給 申 請 者 の 氏 名 
Full name of applicant for 
certificate 

 
 
 

発 給 申 請 者 の 住 所 
Home address of applicant for 

certificate 

 
 
 

      車 名 
Trademark of the maker of 

        the vehicle 

 
 
 

車 台 番 号 
Maker’s serial number 

 
 
 

運輸監理部、
運輸支局又は
自動車検査登録
事務所を表示す
る文字

ラテン
文字

運輸監理部、
運輸支局又は
自動車検査登録
事務所を表示す
る文字

ラテン
文字

運輸監理部、
運輸支局又は
自動車検査登録
事務所を表示す
る文字

ラテン
文字

運輸監理部、
運輸支局又は
自動車検査登録
事務所を表示す
る文字

ラテン
文字

札幌 ＳＰＳ 前橋 ＧＭＭ 上越 ＮＧＪ 兵 ＨＧ
札 ＳＰ 高崎 ＧＭＴ 新 ＮＧ 奈良 ＮＲＮ
函館 ＨＤＨ 群馬 ＧＭＧ 富山 ＴＹＴ 飛鳥 ＮＲＡ
函 ＨＤ 群 ＧＭ 富 ＴＹ 奈 ＮＲ
旭川 ＡＫＡ 大宮 ＳＴＯ 金沢 ＩＫＫ 和歌山 ＷＫＷ
旭 ＡＫ 川口 ＳＴＷ 石川 ＩＫＩ 和 ＷＫ
室蘭 ＭＲＭ 川越 ＳＴＧ 石 ＩＫ 鳥取 ＴＴＴ
苫小牧 ＭＲＴ 所沢 ＳＴＴ 長野 ＮＮＮ 鳥 ＴＴ
室 ＭＲ 熊谷 ＳＴＫ 松本 ＮＮＭ 島根 ＳＮ
釧路 ＫＲＫ 春日部 ＳＴＢ 諏訪 ＮＮＳ 出雲 ＳＮＩ
知床 ＫＲＳ 越谷 ＳＴＹ 長 ＮＮ 島 ＳＭ
釧 ＫＲ 埼玉 ＳＴＳ 福井 ＦＩ 岡山 ＯＹＯ
帯広 ＯＨＯ 埼 ＳＴ 岐阜 ＧＦＧ 倉敷 ＯＹＫ
帯 ＯＨ 千葉 ＣＢＣ 飛騨 ＧＦＨ 岡 ＯＹ
北見 ＫＩＫ 成田 ＣＢＴ 岐 ＧＦ 広島 ＨＳＨ
知床 ＫＩＳ 市川 ＣＢＩ 静岡 ＳＺＳ 福山 ＨＳＦ
北 ＫＩ 船橋 ＣＢＦ 浜松 ＳＺＨ 広 ＨＳ
青森 ＡＭＡ 習志野 ＣＢＮ 沼津 ＳＺＮ 下関 ＹＵＳ
弘前 ＡＭＳ 袖ヶ浦 ＣＢＳ 伊豆 ＳＺＩ 山口 ＹＵＹ
八戸 ＡＭＨ 市原 ＣＢＨ 富士山 ＳＺＦ 山 ＹＵ
青 ＡＭ 松戸 ＣＢＭ 静 ＳＺ 徳島 ＴＳＴ
盛岡 ＩＴＭ 野田 ＣＢＤ 名古屋 ＡＣＮ 徳 ＴＳ
岩手 ＩＴＩ 柏 ＣＢＫ 豊橋 ＡＣＴ 高松 ＫＡＴ
平泉 ＩＴＨ 千 ＣＢ 岡崎 ＡＣＺ 香川 ＫＡＫ
岩 ＩＴ 品川 ＴＫＳ 三河 ＡＣＭ 香 ＫＡ
仙台 ＭＧＳ 世田谷 ＴＫＧ 豊田 ＡＣＹ 愛媛 ＥＨ
宮城 ＭＧＭ 品 ＴＯＳ 一宮 ＡＣＩ 高知 ＫＣＫ
宮 ＭＧ 練馬 ＴＫＮ 尾張小牧 ＡＣＯ 高 ＫＣ
秋田 ＡＴＡ 杉並 ＴＫＭ 春日井 ＡＣＫ 福岡 ＦＯＦ
秋 ＡＴ 板橋 ＴＫＩ 愛 ＡＣ 北九州 ＦＯＫ
山形 ＹＡ 練 ＴＯＮ 三重 ＭＥＭ 久留米 ＦＯＲ
庄内 ＹＡＳ 足立 ＴＫＡ 四日市 ＭＥＹ 筑豊 ＦＯＣ
福島 ＦＳ 江東 ＴＫＫ 伊勢志摩 ＭＥＩ 福 ＦＯ
会津 ＦＳＡ 葛飾 ＴＫＵ 鈴鹿 ＭＥＳ 佐賀 ＳＡＳ
郡山 ＦＳＫ 足 ＴＯＡ 三 ＭＥ 佐 ＳＡ
白河 ＦＳＳ 八王子 ＴＫＨ 滋賀 ＳＩＳ 長崎 ＮＳ
いわき ＦＳＩ 多摩 ＴＫＴ 滋 ＳＩ 佐世保 ＮＳＳ
水戸 ＩＧＭ 多 ＴＯＴ 京都 ＫＴＫ 熊本 ＫＵＫ
土浦 ＩＧＴ 横浜 ＫＮＹ 京 ＫＴ 熊 ＫＵ
つくば ＩＧＫ 川崎 ＫＮＫ 大阪 ＯＳＯ 大分 ＯＴ
茨城 ＩＧＩ 湘南 ＫＮＮ なにわ ＯＳＮ 宮崎 ＭＺ
茨 ＩＧ 相模 ＫＮＳ 堺 ＯＳＳ 鹿児島 ＫＯＫ
宇都宮 ＴＧＵ 神 ＫＮ 和泉 ＯＳＺ 奄美 ＫＯＡ
那須 ＴＧＮ 山梨 ＹＮ 大 ＯＳ 鹿 ＫＯ
とちぎ ＴＧＣ 富士山 ＹＮＦ 泉 ＯＳＩ 沖縄 ＯＮＯ
栃木 ＴＧＴ 新潟 ＮＧＮ 神戸 ＨＧＫ 沖 ＯＮ
栃 ＴＧ 長岡 ＮＧＯ 姫路 ＨＧＨ  
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 (２) 登録年月日欄には、登録年月日又は車両番号若しくは原動機付自転車番号を指定 
 した年月日を記入すること。 

 
 
 
 
 

第
４
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 

 

  

  

  

 

登 録 証 書 再 交 付 申 請 書 

年  月  日 

登 録 証 書 再 交 付 申 請 書 

運輸監理部長又は運輸支局長殿 

申 請 者 の 氏 名 

申 請 者 の 住 所 

登 録 番 号 

申請の理由 

注 登録番号欄には、登録証書の登録番号欄に記入されている番号を記入すること。 
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